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●防災関係補助制度
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の国民健康保険税の減免について
●副町長の就任のごあいさつ、令和２年度由良町職員採用試験案内
●「福祉タクシー券助成事業」のお知らせ　ほか
●受賞おめでとうございます！　ほか
● お知らせ
● Net119 緊急通報システムのご案内 　ほか
● ゆら部　～ Yura Love ～　ほか
● ８月カレンダー
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今 月 の 主 な 内 容

叶いますように

衣奈海岸でハンバーガーを食べる様子
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本町では、大規模災害が発生した際の被害を最小限にすることを目的に、次の補助事業を実施して
います。

詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。

ブロック塀等耐震対策補助

①家具転倒防止器具設置補助・②感震ブレーカー設置補助

防 災 関 係 補 助 制 度防 災 関 係 補 助 制 度

●補助対象者（①、②共通）
本町に住所を有し、町税等を滞納しておらず、次のいずれかに該当する方のみで構成されてい
る世帯
・満 65 歳以上の方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

●補助の内容
①家具転倒防止器具の購入と取付け
　１世帯につき上限５個
②感震ブレーカーの購入と取付け
　１世帯につき１回限り、上限２万円

木造住宅の耐震診断補助

●補助対象者
平成 12 年５月 31 日以前に建築された、延床面積 200㎡以下の住宅を所有又は住宅に居住して
いる町税等を滞納していない方
●補助の内容
簡易耐震診断費用（４万８，０００円）を全額補助

●補助対象者
本町に住所を有し、町税等を滞納しておらず、次のいずれかに該当する方
・町内にあるブロック塀等を所有する個人又は当該所有者と親族関係にある方
・町内にあるブロック塀等を所有する法人又は自治会等の地縁団体
・町内にあるブロック塀等の所有者の承諾を得て実施する当該地域の自主防災組織
　※　ブロック塀等：コンクリートブロック塀、れんが塀、石塀　等
　※　対象の塀　　：避難路（災害時において、不特定多数の人が避難するために利用する
　　　　　　　　　　道）に面する塀で危険であると判断されたもの

●補助の内容
・ブロック塀等の撤去
撤去費又は１万円×長さ（ｍ）のいずれか低い方の金額の１／２（最大 10 万円）

・ブロック塀等の改善
塀の改善費又は２万円×長さ（ｍ）のいずれか低い方の金額の１／２（最大 20 万円）

・ブロック塀等の補強
補強費又は１万円×長さ（ｍ）のいずれか低い方の金額の１／２（最大 10 万円）
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防災士育成事業補助制度

●補助対象者
今年度、防災士の資格を取得された本町に住所を有する方又は町長が認める方で、次のいずれ

にも該当する方
・講座を受講する方で、防災士の資格を取得しようとする方
・防災士の資格取得に関して、他の助成制度による財政的支援を受けていない方又は受ける予

定のない方
・町税等の滞納がない方

●補助の内容
防災士の資格を取得するために要した次に掲げる経費を補助対象とします。

※　防災士とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活
動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、日本防災士機
構が認証した方です。

和歌山県では次の講座が実施され、最終日に防災士資格取得試験を受験することができます。

・令和２年度地域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づくり塾」

●申込方法
受講申込書を和歌山県ホームページ「防災わかやま」よりダウンロードしていただき、必要事

項を記載の上、和歌山県防災企画課へ郵送、メール又はＦＡＸでお申込みください。
※　申込期間　８月 18 日（火）～８月 28 日（金）

詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。

　詳しいことについては、和歌山県防災企画課（ＴＥＬ０７３－４４１－２２７１）までお
問い合わせください。

補助対象経費 補 助 額
講座の教本代金（送料代含む） ３，８７０円
防災士取得試験受験料 ３，０００円
防災士認証登録料 ５，０００円

合　　計 １１，８７０円

会　　場 日　　程 備　　考

和歌山市役所 14 階大会議室
（和歌山市七番丁 23 番地）

定員 30 名程度

10 月   4 日（日）
10 月 25 日（日）
11 月 29 日（日）
12 月   6 日（日）

講義 1 日目
講義 2 日目
講義 3 日目
防災士資格取得試験

田辺市立新庄公民館 １階大会議室
（田辺市新庄町 2031 番地の３）

定員 20 名程度

11 月   1 日（日）
11 月 15 日（日）
12 月 20 日（日）

令和 3 年 1 月 24 日（日）

講義 1 日目
講義 2 日目
講義 3 日目
防災士資格取得試験

防災士資格を取得するには
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、減
免を実施します。

対象者
①世帯主が新型コロナウイルスに感染し、死亡又は重篤な傷病（※）を負った場合（り患）
②事業の縮小、休止、廃業などで世帯主の収入が減少した場合（減収）
※　「重篤な傷病」とは人工呼吸器や人工肺とポンプを用いた体外循環回路などを用いた治療を受け
た場合を指します。

減免額
①り患の場合：国民健康保険税の全額
②減収の場合：国民健康保険税の税額×世帯主の所得が世帯に占める割合×減免割合

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の

国民健康保険税の減免について

　　　　　　　　　　　　　　減収見込みの事業収入等に係る前年所得の合計
減免額＝国民健康保険税額×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×減免割合
　　　　　　　　　　　　　　　　世帯主及び被保険者の前年所得の合計

要件
（右のすべてを
満たすこと）

○今年の見込み事業収入等（※）のいずれかが、前年のその収入より３割以上
減少した。
○前年合計所得金額が 1,000 万円以下である。　　
○減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が 400 万円以下で
ある。

前年合計所得 廃業
失業

300 万円
以下

400 万円
以下

550 万円
以下

750 万円
以下

1,000 万円
以下

減免割合 免除 10 分の８ 10 分の６ 10 分の４ 10 分の２

※　「収入」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前、給与では保険料や源泉徴収税額を差し
引く前の金額で、手取り金額ではありません。また、「事業収入等」とは、事業収入、不動産収入、
山林収入、給与収入を指します。

申請期限
令和３年３月 31 日（水）
申請方法の詳細及び申請書については、町のホームページをご覧いただ
くか、税務課までお問い合わせください。

詳しいことについては、税務課（ＴＥＬ６５－１８０２）までお問い合わせください。
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　就任のごあいさつ

この度、６月議会定例会において、ご同意いただき、７月１日付で副町
長に就任しました。素晴らしい自然と歴史文化の宝庫である、この由良町
で副町長として仕事ができることを大変光栄に思っています。
和歌山県庁で35年間、県信用保証協会で３年間勤務してまいりましたが、
これまでの知識や経験も活かしながら、住民の皆さんから地域の実情など
のお話を伺い、様々な課題に取り組んでいきたいと考えています。
山名町長のもと、住民の皆さんと力を合わせて、由良町の持続可能で豊
かな発展のため、一生懸命頑張りますので、ご指導、ご協力よろしくお願
いします。

副町長　岡
おかもと

本　圭
よしたけ

剛

令和２年度由良町職員採用試験案内

～　受験資格を拡大！　Ｕ・Ｉターンのチャンスです！！　～

１　試験区分及び採用予定人員
〇一般事務職…３人　
〇土木技術職…２人　
〇保健師　　…１人

２　受験資格（年齢等に関する要件）
〇一般事務職及び土木技術職
昭和60年４月２日から平成15年４月１日ま
でに生まれた人
〇保健師
昭和 60年４月２日以降に生まれた人で、保健
師の資格を有する人又は令和３年３月 31 日ま
でに当該資格を取得見込みの人

３　申込期限
　令和２年８月14日（金）
※郵送の場合は、当日消印有効です。
※土・日曜日及び祝日、業務時間外を除きます。

４　試験案内等の配布
　由良町総務政策課において配布します。また、
由良町公式ホームページからダウンロードするこ
ともできます。

５　申込方法等
　職員採用試験申込書及び職歴等調査票に必要事
項を記入し、顔写真を貼付の上、次の書類を添え
て、郵送又は持参により由良町総務政策課に提出
してください。
①最終学校の卒業証明書（卒業証書の写しでも可）
又は卒業見込証明書
②保健師の試験区分を申し込む人のみ、保健師免
許証の写し（取得見込者は不要）
※郵送するときは、必ず簡易書留郵便とし、封筒
の表に「職員採用試験申込書在中」と朱書して
ください。

６　試験日時及び場所
〇一次試験　令和２年９月 20 日（日）　
　　　　　　午前９時から
〇二次試験　令和２年 10 月 10 日（土）
　　　　　　午前９時から
〇三次試験　令和２年 10 月 18 日（日）
　　　　　　午前９時から
※いずれも、由良町役場において実施します。

７　試験内容
◯一般事務職及び保健師
　一次試験…教養試験、作文試験、性格特性検査、　　
　　　　　　事務適性検査
　二次試験…面接試験（一次試験合格者のみ）
　三次試験…面接試験（二次試験合格者のみ）

◯土木技術職
　一次試験…教養試験、作文試験、性格特性検査、　　　
　　　　　　専門試験
　二次試験…面接試験（一次試験合格者のみ）
　三次試験…面接試験（二次試験合格者のみ）

８　補欠
　合格者が採用を辞退した場合等に対応するた
め、合格者に次いで成績が上位の人から順に補欠
として登録します。

９　採用予定日
　　令和３年４月１日

10　給与等
　採用時の給料月額は、高校卒で 150,600 円、短
大卒で 163,100 円、大学卒で 182,200 円です（令
和２年４月１日現在の金額。職歴等に応じた加算
措置があります）。このほか、由良町職員の給与
に関する条例の定めにより、扶養手当、通勤手当、
住居手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

　詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。
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　　７月１日から対象を拡大

「福祉タクシー券助成事業」 のお知らせ

　福祉タクシー券の助成事業については、従来、高齢者や重度障害児者の方がおられる世帯を対象と
して、タクシー券を交付していましたが、７月１日からは各個人の方が対象となるよう制度を改めま
した。このことにより、同居者の有無に関係なく、年度中に８０歳以上になる方等にタクシー券をご
利用いただけることになりました。
　ご利用には申請が必要です。まずは、住民福祉課までお問い合わせください。

○タクシー券について
普通車又は車いす用リフト付タクシーの基本料金分のタクシー券を年度に１冊（30 回分）を限度
として配布します。基本料金を超える金額は利用者負担となります。

○対象者
①本年度中に 80 歳以上となる方
（令和２年度は昭和 16 年４月１日生まれまでの方）
②身体障害者手帳１級・２級又は療育手帳 A１・A２の所持者
③ 70 歳以上で免許証を自主返納された方

○申請時に必要なもの
　・印鑑
　・上記②の方は、該当する身体障害者手帳又は療育手帳
　・上記③の方は、運転経歴証明書又は申請による運転免許取消通知書

詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

令和２年７月豪雨災害義援金について

　詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。
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高齢者のみなさん、健康のためにみんなで楽しく運動しませんか？

ご希望の方は、住民福祉課までお越しいただくか電話でお申込
みください。

対 象 者：65 歳以上で要介護（要支援）認定を受けられていない方
参 加 費：３，０００円
　　　　　　　　     ※　お弁当をご希望の方は、１回につき別途 520 円が必要となります。
期 間：９月 11 日から 11 月 27 日までの毎週金曜日（全 12 回）
参 加 募 集 締 切 日：８月 31 日（月）

～ 運動をしていただく施設 ～
厚生労働大臣認定　「健康増進施設・指定運動療法施設」
メディカル＆フィットネス　アクオ　御坊市湯川町財部７３３－１　

参加費は、送迎付きの全 12 回で３，０００円

○ 由良町元気高齢者運動教室 ○

①気功  ②肩こり腰痛改善予防運動  ③もの忘れ予防　
④水中運動（希望者のみ）等実施予定

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

６月５日（金）、由良町役場において、永年にわたり民生委員・児童委員を務め、社会奉仕の
精神の下、地域福祉の推進に貢献されたとして、小

お う ら
浦 正

まさよし
義さん（小引）、原

はら
 常

つ ね こ
子さん（門前）、　　　　　　

根
ね

 一
か ず お

雄さん（阿戸）、井
いのうえ

上 充
みつあき

明さん（里）の４名の方々が厚生労働大臣特別賞を受賞され、
山名町長が表彰状を伝達いたしました。

そ

左から井上さん、　根さん、小浦さん、原さん

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます
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る
も

の
（
年
金
手
帳
や
年
金
証
書
な
ど
）
を
ご
用
意
く
だ

さ
い
。

ご
予
約
方
法
は
、
全
国
共
通
の
予
約
専
用
受
付
電
話

「
０
５
７
０
―
０
５
―
４
８
９
０
」
又
は
お
近
く
の
年
金

事
務
所
に
、
電
話
・
来
訪
時
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

田
辺
年
金
事
務
所 

☎ 

０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

由
良
町
身
体
障
害
者
相
談
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

家
屋
の
取
り
壊
し
に
つ
い
て

　身
体
障
害
者
相
談
員
は
、
身
体
に
障
害
を
持
つ
方
の

相
談
に
応
じ
、
必
要
な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
身
体
障

害
者
地
域
活
動
の
推
進
、
身
体
に
障
害
を
持
つ
方
に
関

す
る
援
護
思
想
の
普
及
等
身
体
に
障
害
を
持
つ
方
の
福

祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

本
町
に
は
現
在
２
名
の
相
談
員
が
い
ま
す
。（
敬
称
略
）

〇
戎
　忠 

雄
（
え
び
す
　た
だ
お
）

 

　衣
奈
42
番
地
の
２ 

☎
（
６
６
）
０
５
５
４

〇
花 

岡
　國 

昭
（
は
な
お
か
　く
に
あ
き
）

　里
１
３
５
６
番
地 

☎
（
６
５
）
０
０
７
２

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
現
在
で
建
っ

て
い
る
家
屋
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

税
務
課
で
は
取
り
壊
し
家
屋
の
把
握
に
努
め
て
い
ま

す
が
、
取
り
壊
し
日
等
を
正
確
に
確
認
す
る
た
め
家
屋

の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
税
務
課
ま

で
「
滅
失
届
出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
取
り
壊
し
た
家
屋
が
登
記
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
法
務
局
で
滅
失
登
記
が
必
要
で
す
。

税
務
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
２

和
歌
山
地
方
法
務
局
御
坊
支
局 

☎
（
２
２
）
０
３
３
５

問

問

問

問
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
は
、
全
身
が
光
沢
の
あ
る

黒
色
の
体
に
前
胸
（
ク
ビ
）
が
赤
色
を
し
た
外
来
の
カ

ミ
キ
リ
ム
シ
で
す
。

幼
虫
は
、
バ
ラ
科
樹
木
類
（
モ
モ
・
ス
モ
モ
・
ウ
メ
・

サ
ク
ラ
等
）
の
樹
内
部
を
食
害
し
、
枯
死
さ
せ
ま
す
。

和
歌
山
県
で
は
昨
年
11
月
に
か
つ
ら
ぎ
町
で
初
め
て

確
認
さ
れ
、
今
年
５
月
に
岩
出
市
で
も
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
繁
殖
力
が
強
く
、
放
っ
て
お
く
と
被
害
が
拡
大
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
期
に
発
見
・
駆
除
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ウ
メ
や
サ
ク
ラ
の
樹
の
周
り
で
成
虫
や
多
量
の
フ
ラ

ス
（
幼
虫
の
糞
と
木
く
ず
が
混
ざ
っ
た
も
の
）
を
発
見

さ
れ
た
場
合
、
左
記
へ

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。な

お
、
特
定
外
来
生

物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
生
き
た
ま
ま

持
ち
運
ぶ
こ
と
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。産

業
建
設
課 

☎ （
６
５
）
１
２
０
３

和
歌
山
県
日
高
振
興
局
農
業
水
産
振
興
課

☎ （
２
４
）
２
９
３
０

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に
注
意
!

クビアカツヤカミキリ成虫
（体長 2.5 ～ 4cm）
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問 問
看
板
な
ど
の
屋
外
広
告
物
は
、
無
秩
序
に
設
置
さ
れ

て
し
ま
う
と
街
の
景
観
を
損
ね
、
風
雨
に
よ
り
劣
化
す

る
と
、
落
下
や
倒
壊
と
い
っ
た
事
故
に
繋
が
り
ま
す
。

和
歌
山
県
で
は
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
り
、
景
観
保
全

と
事
故
防
止
の
た
め
に
屋
外
広
告
物
の
設
置
許
可
、
管

理
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。
条
例
に
沿
っ
た
適
正
な
設

置
、
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

和
歌
山
県  

都
市
政
策
課

☎ 

０
７
３
（
４
４
１
）
３
２
２
８

９
月
１
日
～
10
日
は
、

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間

ふ
れ
あ
い
映
画
会
の
開
催
に
つ
い
て

由
良
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
皆
さ
ま
か
ら
い
た

だ
い
た
社
会
福
祉
協
議
会
会
費
及
び
共
同
募
金
配
分
金

の
一
部
を
充
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ふ
れ
あ
い
映
画
会

を
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時
　８
月
８
日
（
土
）
　13
時
～

◆
場
所
　由
良
町
中
央
公
民
館

◆
対
象
　町
内
に
お
住
ま
い
の
方
。

◆
上
映
内
容
　ペ
ッ
ト
２

　
　
　
　
　長
い
お
別
れ

※
　入
場
は
無
料
で
す
。（
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
は
、

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。）

※
　マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

由
良
町
社
会
福
祉
協
議
会
☎
（
６
５
）
３
５
０
０

一般不妊治療費助成
　一般的な不妊治療に要した費用の一部を助成し
ます。
助成内容
　１年度につき 10 万円まで連続する２年間（上限
20 万円）助成します。

※　新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、
令和２年度に治療期間のある方（治療開始月
が平成 30 年５月から令和３年３月までである
方）は、連続する３年間に延長します。

特定不妊治療費助成
　体外受精や顕微授精の不妊治療に係る費用を助
成します。
助成内容
　和歌山県からの助成金を除いた全額を助成しま
す。
助成回数
　初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢
により、助成回数が異なります。

○　40 歳未満の場合は、43 歳に達する日までに
６回まで

○　40 歳以上 43 歳未満の場合は 43 歳に達する
日までに３回まで

※　新型コロナウイルス感染症感染拡大のため
令和２年度は次のとおり、年齢要件を変更し
ています。

1治療開始日において妻の年齢が 43 歳となってい
れば助成の対象外となりますが、令和２年度に
ついては次の（１）～（３）の条件を全て満た
す場合は助成の対象となります。

（１）令和２年３月 31 日時点で妻の年齢が 42 歳
である

（２）治療開始日が令和３年３月 31 日までであ
る

（３）助成回数の通算６回又は通算３回に達して
いない

2初回申請における治療開始日において妻の年齢
が 40 歳となっていれば助成回数は通算３回とな
りますが、令和２年度については次の（１）及
び（２）の両方の条件を満たす場合は通算６回
となります。

（１）令和２年３月 31 日時点で妻の年齢が 39 歳
である

（２）治療開始日が令和３年３月 31 日までであ
る

本町では一般不妊治療・特定不妊治療に助成制度を設けています。令和２年度には新型コロナ
ウイルス感染症拡大のため取扱いを一部変更しています。対象者等詳細については住民福祉課までお問い
合わせください。

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

不妊治療の助成制度をご利用ください不妊治療の助成制度をご利用ください
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Ｎｅｔ１１９緊急通報システムのご案内

Ｎｅｔ１１９は事前登録が必要です。

　（８月から申し込み開始予定です。）　

Ｎｅｔ１１９利用料金は無料です。
　※スマートフォン ・携帯電話等の通信料金 （パケット代は別途必要です。）　

お問い合わせと申込み窓口

ＴＥＬ ： （０７３８） ６３－１１１９

ＦＡＸ ： （０７３８） ６３－３４９８

日高広域消防本部

警　防　課

６
月
２
日
に
役
場
庁
舎
内
に
マ
ス
ク
回
収
箱

を
設
置
し
ま
し
た
。
手
作
り
の
マ
ス
ク
も
含
め
、

92
枚
の
マ
ス
ク
を
寄
付
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
マ
ス

ク
が
不
足
し
て
い
る
中
、
貴
重
な
マ
ス
ク
を
お

譲
り
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

寄
付
し
て
い
た
だ
い
た
マ
ス
ク
は
、
教
育
施

設
に
お
い
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

マ
ス
ク
回
収
箱
に
つ
い
て

Ｎｅｔ 119は、聴覚や言語機能の障害によって音声で
の会話に不安な方が、スマートフォン等を使い、声に
よらず全国どこからでも 119 番通報することができる
システムです。

利用いただける方

●　Ｎｅｔ 119による通報を受理する消防本部等の管轄地域内に在住
している
●　聴覚・言語機能に障害があり、音声電話による通報が困難な方

（身体障害者手帳が交付されている方のほか、音声電話による緊急通報が困難であると
消防本部が認めた方）
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部員No.052

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住 全全全全全全全全全全全全全全全 りりりりりりりりりりりりりりりりりり

ゆら部  ～ Yura Love ～

◯お 名 前　　小
こばやし
林　紗

さ き
樹さん

◯年 齢　　20 代
◯ご 職 業　　販売員
◯お住まい　　黒田区
◯頑張っていること・続けていること
仕事において、お客様に対して気持ちの良い対応ができるように
心がけています。
◯由良町の好きなところ
自然がいっぱいで、みんな（町民の方々）が優しいところ

◯広報誌読者の方へ
コロナウイルス感染症流行で大変ですが、コロナに負けず、元気
で楽しく過ごしましょう！

６
月
24
日
（
水
）、
７
月
１
日
（
水
）

の
両
日
、
由
良
町
体
育
協
会
主
催
の
春

季
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
行
わ

れ
、
全
５
チ
ー
ム
が
参
加
し
ま
し
た
。

リ
ー
グ
戦
の
結
果
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
で
す
。

優
　勝
　と
ん
ま
天
狗

準
優
勝
　ニ
ュ
ー
と
ん
ま
天
狗

３
　位
　笑
楽
会

４
　位
　由
良
す
い
せ
ん

５
　位
　マ
リ
ナ
ー
ズ

優勝、準優勝チーム

令和 2 年度由良町春季ソフトバレーボール大会

とんま天狗が優勝しました！

７
月
７
日
（
火
）
に
湯
浅
町
役

場
で
、
第
１
回
醤
油
ロ
ー
ド
マ
ラ

ソ
ン
実
行
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
で
開
催
が
見
送
ら
れ
て
い
た
本

大
会
に
つ
い
て
協
議
し
、
来
年
３

月
21
日
（
日
）
に
開
催
す
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
！

第 1 回醤油ロードマラソンの日程が決まりました！

～令和３年３月 21 日（日）に開催決定～

由良町 ・広川町 ・湯浅町
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広
報

由良町カレンダー

　可燃１・資源１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　可燃２・資源２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月

✂

✂

✂

由良町の人口と世帯

2020年

『防災行政無線』電話確認無料サービス

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/
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（　）前月比
令和２年６月末現在

人口 5,599 （－　8）
男性 2,759 （　　2）
女性 2,840 （－ 10）
世帯数 2,686 （　　7）

1 土

2 日

3 月
可燃
１

4 火
・消費生活相談窓口（白崎会館）
・健康相談（衣奈会館）

可燃
２

5 水
プラス

チック

6 木
・無料法律相談（衣奈会館）
・健康相談（由良町中央公民館）

可燃
１

7 金
可燃
２

8 土

9 日

10 月
・山の日 可燃

１

11 火
可燃
２

12 水 不燃

13 木
可燃
１

14 金
可燃
２

15 土
・消防団一斉招集訓練

16 日

17 月
可燃
１

18 火
可燃
２

19 水
・粗大ごみ（畑・中） 資源

１

20 木
可燃
１

21 金
可燃
２

22 土

23 日

24 月
可燃
１

25 火
可燃
２

26 水
・粗大ごみ（小引・戸津井） 資源

２

27 木
可燃
１

28 金
可燃
２

29 土

30 日
・総合健診（衣奈会館）

31 月
・町・県民税 第２期、
   国民健康保険税 第３期納期限

可燃
１


